
地方財政審議会付議（説明）案件

令和３年３月３０日（火） 

（案件名）

令和２年度３月期における地方譲与税譲与金の譲与について（決裁案件）

○ 地方揮発油譲与税法（昭和 30 年法律第 113 号）
（地方財政審議会の意見の聴取）
第七条の二  総務大臣は、次に掲げる場合には、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。

一・二  略  
三  都道府県及び市町村に対して譲与すべき地方揮発油譲与税を譲与しようとするとき。  

○ 石油ガス譲与税法（昭和 40 年法律 157 号）
（地方財政審議会の意見の聴取）
第六条の二  総務大臣は、次に掲げる場合には、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。

一・二  略   
三  都道府県及び指定市に対して譲与すべき石油ガス譲与税を譲与しようとするとき。  

○ 自動車重量譲与税法（昭和 46 年法律 90 号）
（地方財政審議会の意見の聴取）
第六条の二  総務大臣は、第二条第一項若しくは第三項、第二条の二第二項若しくは前条の総務省令

を制定し、若しくは改廃しようとするとき、又は市町村及び都道府県に対して譲与すべき自動車
重量譲与税を譲与しようとするときは、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。  

○ 航空機燃料譲与税法（昭和 47 年法律第 13 号）
（地方財政審議会の意見の聴取）
第６条の２  総務大臣は、次に掲げる場合には、地方財政審議会の意見を聞かなければならない。

一～二  略  
三  空港関係市町村及び空港関係都道府県に対して譲与すべき航空機燃料譲与税を譲与しようと

するとき。  

○ 特別とん譲与税法（昭和 32 年法律第 77 号）
（地方財政審議会の意見の聴取）
第４条の２  総務大臣は、第 1 条第 2 項、第 2 条第 2 項若しくは前条の総務省令を制定し、若しくは

改廃しようとするとき、又は開港所在市町村に対して譲与すべき特別とん譲与税を譲与しようと
するときは、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。  

○ 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律（平成 31 年法律第３号）
（地方財政審議会の意見の聴取）
第 33 条  総務大臣は、第 28 条第２項若しくは前条の総務省令を制定し、若しくは改廃しようとする

とき、又は市町村及び都道府県に対して譲与すべき森林環境譲与税を譲与しようとするときは、
地方財政審議会の意見を聴かなければならない。  

自治税務局 企画課 

 課長補佐  西村 高則

（内２３５１１）



令和２年度３月期における地方譲与税譲与金の譲与（案）について 

 

令和２年度３月期分の地方揮発油譲与税（地方道路譲与税を含む（以下同じ））、石

油ガス譲与税、自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税、特別とん譲与税及び森林環境譲

与税について、以下のとおり譲与するものである。 

 

１ 対象団体 

（１）地方揮発油譲与税   都道府県及び市区町村 

（２）石油ガス譲与税    都道府県及び指定市 

（３）自動車重量譲与税   都道府県及び市区町村 

（４）航空機燃料譲与税   空港関係都道府県及び空港関係市町村 

（５）特別とん譲与税    開港所在市町村 

（６）森林環境譲与税    都道府県及び市区町村 
 

２ 譲与額 

（１）地方揮発油譲与税 ７９２億円  

 前年度３月期比 ＋９９億円 (＋14.3%) 

 本年度譲与累計額 ２,２５８億円 (前年度比▲４５億円(▲1.9%)) 

    

（２）石油ガス譲与税 １７億円  

 前年度３月期比 ▲４億円 (▲20.9%) 

 本年度譲与累計額 ５０億円 (前年度比▲１９億円(▲26.9%)) 

    

（３）自動車重量譲与税 ９３７億円  

 前年度３月期比 ＋５６億円 (＋6.4%） 

 本年度譲与累計額 ２,８６１億円 (前年度比▲８億円(▲0.3%)) 

    

（４）航空機燃料譲与税 ５億円  

 前年度３月期比 ▲７２億円 (▲93.0%） 

 本年度譲与累計額 ３２億円 (前年度比▲１１１億円(▲77.3%)) 

    

（５）特別とん譲与税 ５７億円  

 前年度３月期比 ▲５億円 (▲8.5%） 

 本年度譲与累計額 １１５億円 (前年度比▲１２億円(▲9.5%)) 

    

（６）森林環境譲与税 

前年度３月期比 

２００億円 

＋１００億円 

 

(＋100％) 

 本年度譲与累計額 ４００億円 (前年度比＋２００億円(＋100%)) 

    
 

３ 譲与日 

   令和３年３月３１日（水） 



(単位：千円)

区  分

北海道 3,938,431 2,390,152 145,236 152,858 6,490,632 6,657 46,907 155,364 230,007 1,303,344

青森県 830,805 474,180 31,854 34,978 1,287,724 2,316 1,842 27,308 50,062 283,681

岩手県 1,079,871 679,839 35,498 38,071 1,847,071 1,154 893 11,520 91,874 520,626

宮城県 712,260 712,673 25,204 72,890 1,935,027 555 4,300 89,180 52,689 298,573

秋田県 825,655 502,407 32,481 29,958 1,364,302 2,462 1,906 25,995 74,424 421,748

山形県 880,664 397,169 37,975 36,746 1,078,617 1,755 1,357 10,672 40,703 230,647

福島県 1,319,770 827,300 45,039 64,596 2,246,353 668 516 66,891 71,936 407,630

茨城県 1,180,009 1,100,351 36,795 106,400 2,988,040 22 177 324,576 44,818 253,958

栃木県 924,384 642,873 31,159 76,849 1,745,739 0 0 0 48,042 272,241

群馬県 833,354 726,642 26,218 74,489 1,973,227 0 0 0 48,378 274,137

埼玉県 1,137,612 1,458,841 35,548 183,541 3,961,509 0 0 0 67,114 380,298

千葉県 1,083,511 1,332,747 28,406 157,849 3,619,119 991 7,640 644,343 58,460 331,260

東京都 624,477 1,798,670 45,941 212,578 4,884,373 4,806 32,575 120,792 108,029 612,163

神奈川県 553,916 1,368,411 14,254 196,852 3,716,175 0 0 834,528 73,013 413,743

新潟県 1,293,299 858,860 49,625 68,833 2,332,253 116 899 62,384 53,171 301,305

富山県 643,188 369,225 23,598 37,473 1,002,646 817 632 23,794 19,604 111,091

石川県 638,759 362,140 23,953 40,404 983,403 459 549 19,361 31,747 179,905

福井県 518,427 273,464 19,098 28,745 742,608 14 10 14,947 33,461 189,614

山梨県 436,654 248,564 22,948 29,662 675,006 0 0 0 31,127 176,386

長野県 1,169,632 920,325 39,516 68,283 2,499,221 688 532 0 92,897 526,403

岐阜県 1,029,461 730,940 32,814 69,764 1,984,962 0 0 0 102,526 580,993

静岡県 746,769 1,025,417 26,262 116,621 2,784,444 1,090 843 94,443 89,975 509,865

愛知県 1,408,484 1,715,396 44,248 259,266 4,657,795 3,636 6,499 624,999 89,818 508,963

三重県 865,789 566,580 29,459 59,459 1,538,661 0 0 177,794 71,645 405,997

滋賀県 581,729 354,074 20,386 39,597 961,515 0 0 0 26,456 149,920

京都府 515,369 510,233 17,926 53,883 1,385,532 0 0 16,976 52,482 297,398

大阪府 936,431 1,284,047 23,848 165,165 3,486,870 12,688 56,202 246,749 71,643 405,974

兵庫県 1,195,308 1,192,238 37,828 133,055 3,237,553 9,797 65,741 365,405 94,094 533,206

奈良県 492,805 315,621 17,604 33,112 858,878 0 0 0 60,756 344,282

和歌山県 731,132 280,472 24,719 24,056 761,689 447 346 103,217 72,096 408,551

鳥取県 533,368 186,174 18,551 15,532 505,574 626 571 11,620 34,799 197,197

島根県 738,902 336,249 25,004 19,023 913,118 3,612 8,872 2,350 51,840 293,766

岡山県 824,200 644,187 25,963 58,813 1,749,311 2,006 1,553 250,423 58,977 334,204

広島県 998,300 745,981 33,830 72,531 2,025,511 382 2,964 270,245 63,603 360,425

山口県 858,836 390,334 26,416 39,614 1,059,966 1,198 980 212,685 54,103 306,589

徳島県 529,896 277,866 19,360 22,385 754,566 30 238 34,328 59,223 335,602

香川県 469,501 257,837 15,302 28,097 700,152 281 2,177 11,307 11,868 67,248

愛媛県 830,725 399,377 23,354 33,083 1,084,459 3,145 13,536 51,272 70,851 401,497

高知県 664,162 268,659 19,926 16,574 729,641 203 1,576 19,912 106,762 604,998

福岡県 989,076 1,190,532 34,311 129,264 3,232,961 26,192 114,007 278,418 68,143 386,130

佐賀県 456,867 281,521 15,373 21,958 764,480 569 441 7,612 21,001 119,006

長崎県 587,216 424,239 19,248 28,283 1,152,075 660 2,042 69,901 30,264 171,497

熊本県 822,948 610,583 23,799 47,325 1,658,477 508 3,438 13,737 81,787 463,459

大分県 814,237 426,900 23,671 31,003 1,159,262 150 1,141 215,508 68,428 387,767

宮崎県 714,423 460,747 23,156 28,566 1,251,225 6,975 29,065 9,718 86,508 490,219

鹿児島県 1,068,314 655,765 30,055 38,291 1,780,418 2,737 8,013 200,967 66,242 375,367

沖縄県 196,118 292,944 5,909 33,404 795,835 9,159 17,322 28,548 12,555 71,128

小  計 41,225,044 33,269,746 1,408,668 3,329,779 90,347,975 109,571 438,302 5,749,786 3,000,001 17,000,001

札幌市 291,109 ― 18,613 ― ― ― ― ― ― ―

仙台市 180,275 ― 11,628 ― ― ― ― ― ― ―

さいたま市 197,977 ― 6,870 ― ― ― ― ― ― ―

千葉市 136,047 ― 4,723 ― ― ― ― ― ― ―

横浜市 445,919 ― 7,241 ― ― ― ― ― ― ―

川崎市 56,799 ― 2,870 ― ― ― ― ― ― ―

相模原市 122,961 ― 5,785 ― ― ― ― ― ― ―

新潟市 218,802 ― 16,132 ― ― ― ― ― ― ―

静岡市 167,083 ― 15,534 ― ― ― ― ― ― ―

浜松市 235,364 ― 17,119 ― ― ― ― ― ― ―

名古屋市 358,298 ― 12,398 ― ― ― ― ― ― ―

京都市 248,727 ― 18,644 ― ― ― ― ― ― ―

大阪市 391,336 ― 14,467 ― ― ― ― ― ― ―

堺市 136,980 ― 5,680 ― ― ― ― ― ― ―

神戸市 232,099 ― 9,789 ― ― ― ― ― ― ―

岡山市 205,006 ― 15,585 ― ― ― ― ― ― ―

広島市 224,116 ― 16,096 ― ― ― ― ― ― ―

北九州市 180,205 ― 14,347 ― ― ― ― ― ― ―

福岡市 233,463 ― 11,910 ― ― ― ― ― ― ―

熊本市 456,318 ― 63,193 ― ― ― ― ― ― ―

小  計 4,718,884 ― 288,624 ― ― ― ― ― ― ―

合  計 45,943,929 33,269,746 1,697,292 3,329,779 90,347,975 109,571 438,302 5,749,786 3,000,001 17,000,001
※　地方道路譲与税として千円未満の譲与がありその額を含んでいる。

令和２年度３月期　地方譲与税譲与金　譲与額一覧

森林環境譲与税

都道府県 市町村市町村

地方揮発油譲与税＊
石油ガス
譲与税

航空機燃料譲与税
特別とん
譲与税都道府県

指定市
市町村 都道府県都道府県 市町村

自動車重量譲与税
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特

別
と

ん
税

の
収

入
額

に
相

当
す

る
額

 

 

○
市

町
村

 

５
/
１

０
 
私

有
林

人
工

林
面

積
 

２
/
１

０
 
林

業
就

業
者

数
 

３
/
１

０
 
人

口
 

 

○
都

道
府

県
 

市
町

村
と

同
様

 

 譲
与

割
合
 

期
間

 
市

町
村

 
都

道
府

県
 

R
２

年
度
～
 

1
7
/
2
0
 

3
/
2
0
 

R
４

年
度
～
 

2
2
/
2
5
 

3
/
2
5
 

R
６

年
度
～
 

9
/
1
0
 

1
/
1
0
 

 

譲
与

基
準

 

の
補

正
 

人
口

、
道

路
の

種
類

・
幅

員
等

に
よ

る
補

正
（

昼
間

人
口

が
多

い
団

体
は

別
途

補
正

）
 

普
通

交
付

税
算

定
に

用
い

る
道

路
橋

り
ょ

う
費

の
測

定
単

位
当

た
り

の
補

正
率

に
よ

る
補

正
 

人
口

、
道

路
の

幅
員

等
に

よ
る

補
正

（
昼

間
人

口
が

多
い

団
体

は
別

途
補

正
）

 

着
陸

料
の

収
入

額
、

空
港

の
管

理
の

態
様

、
空

港
の

所
在

、
騒

音
の

程
度

等
に

よ
る

補
正

 
な

し
 

林
野

率
に

よ
る

補
正

 
（

私
有

林
人

工
林

面
積

の
み

）
 

使
途

 
条

件
・

制
限

な
し

 
（

地
方
道

路
譲

与
税

は
道

路
費

用
）
 

条
件

・
制

限
な

し
 

条
件

・
制

限
な

し
 

騒
音

に
よ

る
障

害
防

止
・

 

空
港

対
策

等
に

関
す

る
費

用
 

条
件

・
制

限
な

し
 

森
林

整
備

及
び

そ
の

促
進

に
関

す
る

費
用

市

町
村

の
支

援
等

に
関

す
る

費
用

 

譲
与

時
期

 
６

・
１

１
・

３
月

 
６

・
１

１
・

３
月

 
６

・
１

１
・

３
月

 
９

・
３

月
 

９
・

３
月

 
９

・
３

月
 

令
和
元
年
度

 
譲
与
実
績
額

 
２

，
３

０
３

億
円

 
６

９
億

円
 

２
，

８
６

９
億

円
 

１
４

４
億

円
 

１
２

７
億

円
 

２
０

０
億

円
 

令
和
２
年
度

 
地
財
計
画
額

 
２

，
３

８
９

億
円

 
６

３
億

円
 

２
，

８
４

５
億

円
 

１
５

４
億

円
 

１
２

６
億

円
 

４
０

０
億

円
 

※
１

 
地

方
道

路
譲

与
税

を
含

む
。

ま
た

、
令

和
1
6
年

度
か

ら
揮

発
油

税
か

ら
地

方
揮

発
油

税
に

税
源

移
譲

し
、

そ
の

増
額

分
を

地
方

揮
発

油
譲

与
税

の
新

譲
与

分
と

し
て

、
都

道
府

県
に

対
し

て
自

家
用

乗
用

車
（

登
録

車
）

の
保

有
台

数
で

按
分

し
て

譲
与

す
る

こ
と

と
さ

れ
て

い
る

。
 

※
２

 
自

動
車

重
量

譲
与

税
の

譲
与

総
額

は
、

自
動

車
重

量
税

の
収

入
額

に
対

し
て

令
和

元
～

3
年

度
は

3
4
8
/
1
,
0
0
0
（

当
分

の
間

4
2
2
/
1
,
0
0
0
）

、
令

和
4
～
1
5
年

度
は

3
5
7
/
1
,
0
0
0
（

当
分

の
間

4
3
1
/
1
,
0
0
0
）

、
令

和
1
6
年

度
は

4
0
1
/
1
,
0
0
0
（

当
分

の
間

4
7
5
/
1
,
0
0
0
）

、
令

和
1
7
年

度
以

降
は

、
4
1
6
/
1
,
0
0
0
（

当
分

の
間

4
9
0
/
1
,
0
0
0
）

と
さ

れ
て

い
る

。
 

※
３

 
令

和
2
～
6
年

度
ま

で
は

、
地

方
公

共
団

体
金

融
機

構
の

公
庫

債
権

金
利

変
動

準
備

金
を

活
用

し
、

令
和

2
,
3
年

度
は

4
0
0
億

円
、

令
和

4
,
5
年

度
は

5
0
0
億

円
、

令
和

6
年

度
は

森
林

環
境

税
の

収
入

額
に

相
当

す
る

額
に

3
0
0
億

円
を

加
算

し
た

額
を

譲
与

す
る

こ
と

と
さ

れ
て

い
る

。
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